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はじめに                                     

 本市では、従業員数 300 人未満の事業所が市内事業所全体の 99％以上を占めており、市

内事業所のほとんどが中小企業です。中小企業は、市内の経済や雇用を支えるだけでなく、

地域振興活動を通じて地域を活性化するための重要な担い手となっています。 

 しかしながら、中小企業を取り巻く環境は、少子高齢化による労働力人口の減少や為替

格差による国際競争の激化など、様々な困難や課題が日々生じています。 

 こうした中、本市では、地域社会を支える大きな役割を担っている中小企業の振興を市

や中小企業支援団体等の各関係機関が、中小企業と相互に連携して推進していくことを明

確にし、将来を見据えた持続的な施策を展開していくため、2016（平成 28）年４月に、中

小企業振興に関する基本理念などを定めた「日田市中小企業振興基本条例（以下「条例」

という。）」を施行しました。 

 この条例の実効性を担保し、基本方針に基づき、市内の中小企業の振興を総合的かつ計

画的に行うため、中小企業振興に関する施策や目標値を示した「日田市中小企業振興計画」

（以下「計画」という。）を策定し、計画に基づく施策の展開によって、地域経済の活性化

を促進していきます。 

 本計画では、条例の基本方針である「経営基盤の安定強化」「地域内の経済循環の創出」

「経営拡大及び新分野進出の促進」「創業の促進」「人材の育成確保並びに事業環境の整備」

の５つを中小企業振興の柱として位置づけました。豊かな自然や人材などの多様な地域資

源を活用し、中小企業支援団体等の関係機関との連携を図りながら、産業の競争力を高め、

中小企業を活性化することで、安定した雇用の創出を図りたいと考えています。 

 また、本計画に基づいて実施する具体的な施策は、実施状況を公表し、より高い効果が

発現されるよう、条例の推進組織である「日田市中小企業振興推進会議」にて評価・検証

を行い、施策の見直しを行うことで、活力ある地域づくりを展開していきます。 

 

 

中小企業（者）及び小規模企業（者）の定義について 

本計画において、「中小企業（者）」及び「小規模企業（者）」とは、中小企業基本法第２条第１項及び

第５項の規定により下記の範囲とします。 

【中小企業(者)の範囲】 

業種 資本金 従業員数 

製造業、その他の業種  ３億円以下 ３００人以下 

卸売業  １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下  ５０人以下 

【小規模企業(者)の範囲】 

業種 従業員数 

製造業、その他の業種 ２０人以下 

商業・サービス業  ５人以下 
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序章 計画策定の趣旨                               

１．計画策定の目的 

 本計画は、条例の基本方針に基づき、本市の中小企業の自主的な努力及び創意工夫を尊

重し、市や中小企業支援団体、金融機関、大企業、大規模小売店舗、学校及び大学、市民

が一体となって、中小企業振興のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に

策定します。 

  

２．計画の位置づけ 

 本計画では、条例第 19 条第１項の規定に基づき、中小企業の振興に関する目標や施策を

示します。 

 中小企業の振興は、市政運営の最上位計画である「第６次日田市総合計画（以下「総合

計画」という。）」及び 2060 年の将来人口目標 50,000 人の維持等に向け策定された「日田

市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）」に位置付けられた関連

施策との整合性を保ちながら取組を進めます。 

 また、この計画での中小企業の振興に関する施策の範囲は、商工業を中心とした市内の

中小企業や中小企業関連団体を直接の対象とした取組であり、結果として中小企業の振興

に繋がるもの（例：観光振興、農林業振興等）は、「日田市観光振興基本計画」や「日田市

農業振興ビジョン」、「新しい日田の森林・林業・木材産業振興ビジョン」など、既存の各

種振興計画等との関連性を保ちながら推進していきます。 

 

３．計画の進捗管理・効果検証 

 計画の進捗管理及び効果の検証は、市内の事業所訪問等により中小企業の実態を把握す

るとともに、中小企業をはじめとする関係者の意見を広く聴く機会として「日田市中小企

業振興推進会議」を設けて、進捗状況の報告や客観的な検証を行い、必要な見直しを図り

ます。 

 

４．計画の期間と見直しの時期 

 本計画の期間は、総合計画と合わせ 2017（平成 29）年度から 2027（令和 9）年度まで

の 11 箇年とします。ただし、当初の目標数値は平成 31 年度までの 3 年間とし、以降４年

を基本に目標値を定めます。 

また、条例の趣旨を考慮して、経済状況等の急速な変化や計画の進捗状況、国や県の動

向を見据えながら、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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第 1 章 日田市の中小企業を取り巻く環境                       

１．日田市の経済・産業構造等の概要 

①市内総生産と市民所得：緩やかな回復基調 

 市内総生産は、2006（平成 18）年度から 2010（平成 22）年度にかけて減少傾向にあり

ましたが、以降は緩やかに回復しています。特に製造業の伸びが市内総生産に大きな影響

を与えています。 

 また、1 人当たりの市民所得も 2006（平成 18）年度以降は減少傾向にありましたが、2010

（平成 22）年度以降は増加しています。 

しかしながら、全国平均や大分県平均と比較すると、差は減少傾向にあるものの依然と

して低い水準で推移しています。 

市内総生産の伸び 

 

（資料）⼤分県「平成２７年度市町村⺠経済計算」、内閣府「平成 29 年度国⺠経済計算年報」 

 

１人当たり市民所得の推移 
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（資料）⼤分県「平成 28 年度県⺠経済計算」、「平成 27 年度市町村⺠経済計算」 
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②人口の推移と見通し：将来人口 5万人を目標 

 本市の人口は、1955（昭和 30）年の 99,948 人をピークに減少しており、国立社会保障・

人口問題研究所（以下「社人研」という。）を基準とした国のデータ（以下「社人研準拠」

という。）では、2040（令和 22）年の人口は 49,139 人と 2010（平成 22）年の国勢調査人

口 70,939 人と比較し、21,800 人、30.7％の減少が見込まれています。 

 このため、本市においては「日田市まち・ひと・しごと創生」人口ビジョン（以下「人

口ビジョン」という。）を策定し、自然増対策及び社会増対策に積極的に取り組み、確実に

人口減少を抑制することにより、社人研準拠と比較して、2040（令和 22）年においては、

人口 56,930 人（社人研準拠比で 7,791 人増）、2060（令和 42）年において 50,795 人（社

人研準拠比で 15,080 人増）を目指しています。 

 また、年齢 3 区分別人口の推移をみると、1995（平成 7）年以降、65 歳以上の老年人口

が、14 歳以下の年少人口を上回っています。人口ビジョンでは、2030（令和 12）年から年

少人口が増加に転じ、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口も 2050（令和 32）年から増加に

転じることで、人口構成の改善を図っていくこととしています。 

 

本市の将来人口推移（独自推計） 
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③従業者規模別事業所数・従業者数：市内事業所のほとんどが中小企業 

 市内の事業所数、従業者数を従業者規模別にみると、従業者 300 人未満の事業所は、事

業所数では全体の 99.9％、従業者数では 100 人未満が市内全従業者数の 88.9％を占めてお

り、市内に立地する事業所のほとんどが中小企業です。また、全国や大分県と比較すると、

従業者 9 人以下の経営規模の小さな事業所（日田市 85.7％、大分県 81.9％、全国 80.2％）

の比率が高いことが伺えます。 

 

従業者規模別事業所数・従業者数（2016 年） 

日田市 
事業所数 従業者数 

実数 構成比 実数 構成比 
総数（公務を除く） 4,088 100.0% 100.0% 28,862 100.0% 100.0% 
0〜4 人 2,960 72.4% 

99.9% 

5,445 18.9% 

88.9% 
5〜9 人 544 13.3% 4,952 17.2% 
10〜29 人 447 10.9% 8,704 30.2& 
30〜49 人 72 1.8% 3,108 10.8% 
50〜99 人 49 1.2% 3,455 12.0% 
100〜299 人 15 0.4% 

3,198 11.1% 11.1% 
300 人以上 1 0.0% 0.0% 
出向・派遣従業者のみ 

   
- - - 

⼤分県 
事業所数 従業者数 

実数 構成比 実数 構成比 
総数（公務を除く） 52,973 100.0% 100.0% 483,206 100.0% 100.0% 
0〜4 人 35,257 66.6% 

99.9% 

90,722 18.8% 

91.1% 

5〜9 人 8,118 15.3% 63,259 13.1% 
10〜29 人 7,062 13.3% 123,882 25.6% 
30〜49 人 1,349 2.5% 52,665 10.9% 
50〜99 人 783 1.5% 54,863 11.4% 
100〜299 人 339 0.6% 54,580 11.3% 
300 人以上 65 0.1% 0.1% 43,235 8.9% 8.9% 
出向・派遣従業者のみ    - - - 

全国 
事業所数 従業者数 

実数 構成比 実数 構成比 
総数（公務を除く） 5,340,783 100.0% 100.0% 56,872,826 100.0% 100.0% 
0〜4 人 3,461,815 64.8% 

99.8% 

9,004,686 15.8% 

85.9% 

5〜9 人 824,236 15.4% 6,447,681 11.3% 
10〜29 人 755,209 14.1% 13,364,187 23.5% 
30〜49 人 148,111 2.8% 5,831,111 10.3% 
50〜99 人 93,227 1.7% 6,625,452 11.6% 
100〜299 人 46,586 0.9% 7,570,899 13.3% 
300 人以上 11,599 0.2% 0.2% 8,028,810 14.1% 14.1% 
出向・派遣従業者のみ    - - - 

（資料）総務省「平成 28 年経済センサス 活動調査」 

 

（単位：事業所、人） 
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④産業大分類別の事業所数・従業者数：小規模な製造業が多い 

 市内の産業構造を事業所数、従業者数の構成比からみると、事業所数では卸売業・小売

業（25.8％）、宿泊業、飲食サービス業（12.5％）、製造業（10.4％）、建設業（10.1％）の

順に高くなっています。特に製造業の占める割合は、県下では姫島村（11.3％）についで高

く、実数でも大分市（744 事業所）に次いで２番目に多い 425 の事業所を有しています。 

 また、従業者数の構成比では、卸売業、小売業（20.1％）、医療、福祉（18.1％）、製造業

（17.1％）の順に高くなっています。県下の自治体で全産業の製造業の占める割合は、事業

所数では高いものの従業者数では 9 番目となり、市内には小規模な製造業の事業所が多い

ことが伺えます。 

 

日田市の産業大分類別事業所数・従業者数の構成比 
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（資料）総務省「平成 28 年経済センサス 活動調査」 

 ※事業所数及び従業者数は公務を除く民営事業の数です。 
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⑤市内の商工業の特性 

【工業】：木材関連産業や飲料産業が盛ん 

 市内の工業は、市域の約 80％が森林という地理的要因もあり、木材や家具、パルプ・紙

などの木材関連産業が、事業所数及び従業者数においても、高い比率（事業所数 46.1％、

従業者数 31.0％）を占めており、基幹産業となっています。 

 これらの木材関連産業は、県内の製造品出荷額等においても高いシェア（木材 60.9％、

家具 36.3％）を有しています。また、豊富な地下水源を生かした飲料産業の製造品出荷額

等は、市内で最も多く、工業全体の約半数（43.4％）を占めています。 

 

日田市の産業中分類別統計表（従業者４人以上） 

 事業所数 従業者数 
大分県の製造品 

出荷額等 

【Ａ】（万円） 

日田市の製造品 

出荷額等 

【Ｂ】（万円） 

【B】/【A】 

（％） 
(事業所) 

構成比 

(%) 
（人） 

構成比 

(%) 

総 数  191 100.0 4,131 100.0  409,497,408  11,916,485 2.9 
9 食料品  31 16.2  501 12.1  15,860,488  709,057 4.5 

10 飲料・たばこ  15 7.9  424 10.3  13,689,681  5,938,376 43.4 
11 繊維  12 6.3  207 5.0  1,979,190  99,309 5.0 
12 木材  66 34.6  845 20.5  2,767,988  1,685,134 60.9 
13 家具  20 10.5  401 9.7  1,110,068  403,490 36.3 
14 パルプ・紙  2 1.0  34 0.8  3,430,740  X  
15 印刷  5 2.6  32 0.8  1,312,532  20,762 1.6 
17 石油・石炭  1 0.5  6 0.1  51,277,920  X  
18プラスチック  3 1.6  38 0.9  9,220,537  58,804 0.6 
20 なめし革  1 0.5  4 0.1  2,428,210  X  
21 窯業・土石  3 1.6  94 2.3  333,389  X  
24 金属製品  10 5.2  95 2.3  10,698,126  108,610 1.0 
25 はん用機械  10 5.2  390 9.4  6,775,219  678,144 10.0 
26 生産用機械  2 1.0  65 1.6  5,896,556  X  
27 業務用機械  1 0.5  286 6.9  10,326,127  X  
28 電子部品  1 0.5  287 6.9  19,881,438  X  
29 電気機器  1 0.5  286 6.9  3,752,751  X  
30 情報通信  1 0.5  7 0.2  18,735,236  X  
31 輸送機器  3 1.6  99 2.4  61,607,203  195,911 0.3 
32 その他製品  3 1.6  30 0.7  502,774  33,868 6.7 
（資料）経済産業省「平成 30 年 工業統計調査」 
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【卸売業】：食料・飲料卸売業や建築材料卸売業が多い 

 市内の卸売業の構成を産業小分類別の事業所数、従業者数の構成比から見ると、事業所

数では、食料・飲料卸売業が 24.7％（全国 14.4％、大分県 14.3％）、建築材料卸売業が 12.7％

（全国 10.2％、大分県 11.7％）、農畜産物・水産物卸売業が 11.3％（全国 9.9％、大分県

14.3％）の順に高くなっています。 

 また、従業者数では、食料・飲料卸売業 27.6％（全国 11.1％、大分県 17.1％）、建築材

料卸売業 14.5％（全国 7.1％、大分県 10.5％）、農畜産物・水産物卸売業 8.3％（全国 9.3％、

大分県 15.1％）の順に高く、全国・大分県と比較すると、事業所数、従業者数ともに、食

料・飲料卸売業や建築材料卸売業の比率が高い構成となっています。 

 

日田市の卸売業産業分類別事業所数、従業者数、年間総品販売額 

 

（資料）経済産業省「平成 28 年 商業統計調査」 

  

(事業所)

構成比

（％）

(人)

構成比

（％）

（万円）

構成比

（％）

卸売業計 150 100.0 952 100.0 3,529,300 100.0

各種商品卸売業 - - - - - -

繊維・衣服等卸売業 4 2.7 5 0.5 7,300 0.2

繊維品卸売業(衣服，身の回り品を除く) 1 0.7 2 0.2 x x

衣服卸売業 3 2.0 3 0.3 x x

身の回り品卸売業 - - - - - -

飲食料品卸売業 54 36.0 342 35.9 925,200 26.2

農畜産物・水産物卸売業 17 11.3 79 8.3 307,900 8.7

食料・飲料卸売業 37 24.7 263 27.6 617,300 17.5

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 32 21.3 245 25.7 1,024,900 29.0

建築材料卸売業 19 12.7 138 14.5 525,400 14.9

化学製品卸売業 4 2.7 14 1.5 16,800 0.5

石油・鉱物卸売業 4 2.7 45 4.7 396,600 11.2

鉄鋼製品卸売業 - - - - - -

非鉄金属卸売業 - - - - - -

再生資源卸売業 5 3.3 48 5.0 86,100 2.4

機械器具卸売業 28 18.7 150 15.8 559,100 15.8

産業機械器具卸売業 10 6.7 42 4.4 190,500 5.4

自動車卸売業 11 7.3 81 8.5 239,000 6.8

電気機械器具卸売業 4 2.7 18 1.9 108,300 3.1

その他の機械器具卸売業 3 2.0 9 1.0 21,200 0.6

その他の卸売業 32 21.3 210 22.1 1,012,900 28.7

家具・建具・じゅう器等 7 4.7 50 5.3 159,100 4.5

医薬品・化粧品等卸売業 8 5.3 60 6.3 645,700 18.3

紙・紙製品卸売業 4 2.7 14 1.5 23,000 0.7

他に分類されない卸売業 13 8.7 86 9.0 185,000 5.2

産業分類

事業所数 従業者数 年間商品販売額
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(事業所)

構成比

（％）

(人)

構成比

（％）

（万円）

構成比

（％）

736 100.0 3,873 100.0 6,642,900 100.0

2 0.3 70 1.8 x x

百貨店、総合スーパー 1 0.1 69 1.8 x x

その他の各種商品小売業 1 0.1 1 0.0 x x

91 12.4 320 8.3 437,000 6.6

呉服・服地・寝具小売業 12 1.6 47 1.2 49,000 0.7

男子服小売業 12 1.6 41 1.1 68,000 1.0

婦人・子供服小売業 37 5.0 132 3.4 207,900 3.1

靴・履物小売業 8 1.1 29 0.8 36,700 0.6

その他の織物・衣服・身の回り品小売業 22 3.0 71 1.8 75,400 1.1

240 32.6 1,442 37.2 2,056,200 31.0

各種食料品小売業 13 1.8 301 7.8 742,300 11.2

野菜・果実小売業 12 1.6 48 1.2 40,600 0.6

食肉小売業 13 1.8 45 1.2 70,200 1.1

鮮魚小売業 10 1.4 48 1.2 49,600 0.8

酒小売業 40 5.4 98 2.5 102,100 1.5

菓子・パン小売業 57 7.7 183 4.7 112,300 1.7

その他の飲食料品小売業 95 12.9 719 18.6 939,200 14.1

97 13.2 473 12.2 1,198,600 18.0

自動車小売業 56 7.6 279 7.2 665,500 10.0

自転車小売業 2 0.3 3 0.1 x x

機械器具小売業(自動車，自転車を除く) 39 5.3 191 4.9 x x

278 37.8 1,400 36.2 x x

家具・建具・畳小売業 7 1.0 19 0.5 19,300 0.3

その他のじゅう器小売業 20 2.7 38 1.0 26,300 0.4

医薬品・化粧品小売業 64 8.7 273 7.1 713,900 10.8

農耕用品小売業 9 1.2 51 1.3 55,400 0.8

燃料小売業 53 7.2 292 7.5 954,500 14.4

書籍・文房具小売業 17 2.3 127 3.3 117,354 1.8

スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
20 2.7 82 2.1 121,600 1.8

写真機・時計・眼鏡小売業 16 2.2 40 1.0 61,700 0.9

他に分類されない小売業 66 9.0 279 7.2 x x

28 3.8 168 4.3 334,300 5.0

通信販売・訪問販売小売業 17 2.3 131 3.4 218,400 3.3

自動販売機による小売業 8 1.1 30 0.8 23,500 0.4

その他の無店舗小売業 3 0.4 7 0.2 92,400 1.4

各種商品小売業

織物・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業

機械器具小売業

その他の小売業

無店舗小売業

小売業計

産業分類

事業所数 従業者数 年間商品販売額

【小売業】：その他食料品小売業がやや多い 

 市内の小売業の構成を産業小分類別の事業所数、従業者数の構成比から見ると、事業所

数では、その他の飲食料品小売業 12.9％（全国 13.3％、大分県 13.3％）、他に分類されな

い小売業 9.0％（全国 10.1％、大分県 10.1％）、医薬品・化粧品小売業 8.7％（全国 9.5％、

大分県 8.9％）の順に高くなっています。 

また、従業者数では、その他の飲食料品小売業 18.6％（全国 16.2％、大分県 16.5％）、

各種食料品小売業 7.8％（全国 15.1％、大分県 15.7％）、燃料小売業 7.5％（全国 4.2％、

大分県 5.8％）の順に高く、全国・大分県平均と比較すると、事業所数、従業者数ともに構

成比に大きな変化は見られません。 

日田市の小売業産業分類別事業所数、従業者数、年間総品販売額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）経済産業省「平成 28 年 商業統計調査」 



10 
 

【サービス業】：不動産賃貸業や飲食店、宿泊業などが多い 

 本市のサービス関連産業Ｂの産業中分類別構成比は、事業所数では、飲食店（27.0％）、

洗濯・理容・美容・浴場業（19.9％）、不動産賃貸業・管理業（18.1％）の順に高く、従業

者数は、飲食店（28.9％）、宿泊業（12.1％）洗濯・理容・美容・浴場業（12.3％）の順に

高くなっています。 

 また、全国や大分県と比較すると、事業所数では不動産賃貸業・管理業（全国 14.1％、

大分県 11.7％）の比率が高く、従業者数では飲食店（全国 23.2％、大分県 22.4％）、宿泊

業（全国 4.3％、大分県 10.1％）の比率が高くなっています。 

 

日田市の事業所に関する統計－産業別集計（サービス関連産業Ｂ） 

 

（資料）総務省「平成 28 年経済センサス 活動調査」 

(注 1) サービス関連産業Ｂとは、「G 情報通信業(注 2)」、「K 不動産業，物品賃貸業」、「L 学術研究，専門・技術サービ

ス業」、「M 宿泊業，飲食サービス業」、  「N 生活関連サービス業，娯楽業」、「O 教育，学習支援業(注 3)」及び「R サ

ービス業(他に分類されないもの)(注 4)」をさす。 

(注 2) 「37 通信業」、「38 放送業」及び「41 映像・音声・文字情報制作業」を除く。 

(注 3) 「81 学校教育」を除く。 

(注 4) 「93 政治・経済・文化団体」及び「94 宗教」を除く。 

  

産業分類 事業所数 構成比

従業者数

【人】

構成比

年間売上

（収入）金額

【百万円】

サービス業Ｂ合計 1,350 5,642 47,691

情報通信業 2 0.1% 5 0.1% X

情報サービス業 1 0.1% 1 0.0% X

インターネット附随サービス業 1 0.1% 4 0.1% X

不動産業，物品賃貸業 275 20.4% 505 9.0% 3,710

不動産取引業 17 1.3% 50 0.9% 673

不動産賃貸業・管理業 244 18.1% 379 6.7% 1,616

物品賃貸業 14 1.0% 76 1.3% 1,421

学術研究，専門・技術サービス業 100 7.4% 445 7.9% 4,282

学術・開発研究機関 *** *** ***

専門サービス業（他に分類されないもの） 42 3.1% 130 2.3% X

広告業 1 0.1% 2 0.0% X

技術サービス業（他に分類されないもの） 57 4.2% 313 5.5% 3,245

宿泊業，飲食サービス業 448 33.2% 2,486 44.1% 12,280

宿泊業 51 3.8% 680 12.1% 4,636

飲食店 364 27.0% 1,633 28.9% 6,639

持ち帰り・配達飲食サービス業 33 2.4% 173 3.1% 1,005

生活関連サービス業，娯楽業 329 24.4% 1,142 20.2% 19,658

洗濯・理容・美容・浴場業 269 19.9% 694 12.3% 2,756

その他の生活関連サービス業 34 2.5% 187 3.3% 992

娯楽業 26 1.9% 261 4.6% 15,910

教育，学習支援業 85 6.3% 203 3.6% 783

その他の教育，学習支援業 85 6.3% 203 3.6% 783

サービス業（他に分類されないもの） 111 8.2% 856 15.2% 6,978

廃棄物処理業 15 1.1% 178 3.2% 1,388

自動車整備業 49 3.6% 185 3.3% 1,477

機械等修理業（別掲を除く） 13 1.0% 47 0.8% 442

職業紹介・労働者派遣業 3 0.2% 10 0.2% X

その他の事業サービス業 29 2.1% 422 7.5% 3,308

その他のサービス業 2 0.1% 14 0.2% X
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⑥市内商工業の業況判断：回復傾向にあった景況も、九州北部豪雨後、全業種とも低迷へ 

 日田商工会議所が四半期毎に調査する市内の景況判断指数は、依然としてマイナスの状

況が続いていますが、2016（平成 28）年４月に発生した熊本地震以降は、建設業や製造業

の景況感の回復により、マイナス幅が減少傾向にありました。 

 しかしながら、2017（平成 29）年７月の九州北部豪雨後、市内の景況感は悪化傾向にあ

り、今後の動向を注視しなければなりません。 

 

日田市内中小企業の業況判断 

 

（資料）日田商工会議所調査「日田市中小企業景気動向調査」  
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第 2 章 日田市の中小企業の現状と課題                        

 国や県の統計データや、「日田市中小企業訪問調査」結果（2018（平成 30）年 5 月～8

月、2019（令和元）年 5 月～8 月実施）、「事業承継診断 集計」結果（2018（平成 30）年

4 月～2019（平成 31）年 3 月実施）などの意見を参考に、本市の中小企業を取り巻く現状・

課題を整理し、それらの課題に対応する施策の考え方を示します。 

 

１．経営基盤の安定強化 

 「日田市中小企業訪問調査」の結果では、業種全般を通じて人手不足の社会環境を背景

に「人材の育成・確保」が経営上の課題や問題点と考えている企業が多いことが分かりま

した。 

大企業と比較すると中小企業は経営体力や価格交渉力の面で劣り、価格転嫁をしにくい

状況にあり、「利益率の低下」、「原材料高」、「受注（顧客）の減」もまた、人口減少や少子

高齢化による地域内の市場の縮小に伴い、大きな課題となっています。 

 こうした課題を克服し現状から脱却していくには、具体的な経営計画を策定し、計画を

確実に実行管理していくことが必要です。 

 また、今後の設備投資計画では、約 70％の中小企業が工場の新増築や機械設備の導入な

どの設備投資を予定及び検討しています。中小企業が円滑に成長・発展していくには、適

時的確な設備投資の実施も必要であり、円滑な資金調達が可能となる環境を維持していか

なければなりません。 
 

経営上の課題・問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）日田市中小企業訪問調査（2018 年、2019 年実施） 
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（資料）日田市中小企業訪問調査（2019 年 5 月～8 月実施） 

 

２．円滑な事業承継 

 日田商工会議所並びに日田地区商工会が合同で実施した「事業承継に関するアンケート

調査」（2016（平成 28）年 5 月～9 月実施）の結果によると、市内企業の経営者の年齢は、

40～59 歳の比率が 40.5％と最も高く、全国平均（㈱帝国データバンク調査）と比較すると

大きな割合の変化は見られないものの、高齢化が進み 60 歳以上の経営者の割合がやや高く

なっています。 

 また、回答のあった市内中小企業 1,716 事業所のうち、事業承継を予定している事業所

の比率は 32％にとどまっており、未定（46％）や廃業を検討（20％）の割合が多い状況に

あります。業種別の後継予定の割合では、建設業（34.8％）や製造業（34.8％）などが高く、

卸・小売業（29.0％）がやや低くなっています。 

 事業承継の方法としては、家族内の承継、役員・従業員による承継、第三者（Ｍ＆Ａ）

による承継の３つがあります。家族内の承継や役員・従業員による承継については、円滑

な資金調達のための融資や承継スケジュール等の作成が必要であり、取引先の金融機関と

一体となった支援体制の整備が求められています。 

 また、第三者による承継については、売買情報の収集と提供が必要となりますが、いず

れにしても事業承継は非常にデリケートな問題であるため、思うように進まないのが現状

です。 

経営者の年齢別で見た後継予定のある割合は、59 歳以下では低く（39 歳以下 12.2％、40

～59 歳 20.3％）、60 歳代になると 40.1％と急激に高くなります。中小企業庁委託の「中小

企業の事業承継に関するアンケート調査」（2012 年 11 月、㈱野村総合研究所）によると、

事業承継のタイミングとして「ちょうど良い時期だった」と回答する現経営者の承継時の

平均年齢は 43.7 歳であり、スムーズな事業承継を行うには、先ずは、経営者が事業承継は

重要な経営課題であると早くから認識し、計画的な準備を進めていく必要があります。 



14 
 

市内中小企業の経営者の年齢 

 

（資料）日田市：日田商工会議所・日田地区商工会調査「事業承継に関するアンケート調査」 

（資料）全 国：㈱帝国データバンク調査「2015 年全国社長分析」 

 

市内中小企業の事業承継の意向 

 

（資料）日田商工会議所・日田地区商工会調査「事業承継に関するアンケート調査」 
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40～59歳、40.5%

40～59歳、43.2%

60歳代、33.4%

60歳代、33.6%

70歳代、

15.5%

70歳代、

15.2%

80歳代、 5.6%

80歳代、 3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日田市

全国

39歳以下 40～59歳 60歳代 70歳代 80歳代

予定あり

32%

まだ未定

46%

廃業を

検討

20%

譲渡を検討

1%

無回答

1%

n＝1,144,167 

n＝1,643 

ｎ＝1,716 
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市内中小企業の業種別で見た後継予定のある割合 

 

（資料）日田商工会議所・日田地区商工会調査「事業承継に関するアンケート調査」 

 

市内中小企業の経営者の年齢別で見た後継予定のある割合 

 

（資料）日田商工会議所・日田地区商工会調査「事業承継に関するアンケート調査」 

 

  

34.8%

34.8%

29.0%

31.0%

45.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

建設業

製造業

卸・小売業

サービス業

その他

12.2%

20.3%

40.1%

47.6%

46.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

39歳以下

40～59歳

60歳代

70歳代

80歳代



16 
 

69 71 68 66 65 65 69 83 80 82 80 87 83

13% 13% 13% 12%
12%12%

13%

15%
14%

15% 15%
16%

15%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

30

40

50

60

70

80

90

H25.7 H26.1 H26.7 H27.1 H27.7Ｈ28.1Ｈ28.8Ｈ29.1Ｈ29.8Ｈ30.1Ｈ30.7Ｈ31.1 Ｒ1.7

空き店舗数 空き店舗率

３．地域商店街の活性化 

市内総生産に占める割合の高い３次産業（商業・サービス業等（※１））が集積する商店

街では、郊外型の大型商業施設の進出等により空き店舗や空き地が目立つようになってお

り、その一方で商店街のエリア内でのマンション開発が進んでいます。人口減少により地

域内市場は縮小しており、市民の地域商店の利用や空き店舗の活用等による地域内の経済

循環の創出が強く求められています。 

（※１）2015（平成 27）年度日田市の総生産：第 1 次産業計 9,215 百万円、第 2 次産業計 66,171 百万円、

第 3 次産業計 152,749 百万円。 

 

市内の商店街の空き店舗数・空き店舗率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）日田商工会議所調査「日田市内商店街の空き店舗調査」 

「地域経済復興プレミアム商品券購入前アンケート」（2018（平成 30）年 12 月実施）では、

市内商店街へ来街し利用するための魅力として、「商品の品揃えや品質」が全世代で多く、

「価格」、「美味しい飲食店街」、「広い駐車場」を望む市民の声があることが分かります。 

○市内商店街へ来街し利用するための魅力について(回答は３つまで)        n=1,993 

 

（資料）地域経済復興プレミアム商品券購入前アンケート 

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代以上 無回答 全体
商品の品揃えや品質 26.5％ 28.3％ 33.4％ 31.8％ 31.3％ 29.2％ 39.7％ 28.6％ 31.3％
接客サービス(おもてなし) 2.9％ 5.0％ 5.4％ 6.8％ 9.7％ 11.4％ 10.3％ 14.3％ 8.3％
価格 20.6％ 19.4％ 20.4％ 19.3％ 19.6％ 22.2％ 20.5％ 0.0％ 20.1％
美味しい飲食店街 23.5％ 12.8％ 17.8％ 19.9％ 19.3％ 18.6％ 14.1％ 28.6％ 18.4％
子どもの遊ぶスペース 3.0％ 13.3％ 4.6％ 2.8％ 3.7％ 1.1％ 0.0％ 0.0％ 3.9％
広い駐⾞場 8.8％ 11.7％ 12.4％ 13.9％ 13.0％ 15.8％ 14.1％ 14.3％ 13.4％
無料Ｗｉ－Ｆｉ 8.8％ 3.4％ 1.9％ 2.3％ 0.5％ 0.3％ 0.0％ 0.0％ 1.4％
音楽イベントなどの祭り 5.9％ 0.0％ 2.5％ 1.7％ 1.9％

0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.4％
1.4％ 1.3％ 14.2％ 1.8％

キャッシュレス化 0.0％ 6.1％ 1.6％ 1.5％ 1.0％

（軒） 
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5.3％

1.1％

2.6％

2.6％

2.6％

2.6％

2.6％

3.2％

3.7％

4.2％

4.2％

4.2％

5.3％

5.8％

10.5％

10.5％

14.2％

14.7％

3.7％

0.9％

3.7％

1.8％

4.1％

0.9％

5.1％

3.2％

3.2％

4.1％

5.1％

5.1％

6.9％

6.5％

11.1％

6.9％

15.7％

12.0％

その他

後継者の育成

品揃え・万能性

営業・交渉

一体感・連帯

情報収集・分析⼒

人材育成・教育

経営戦略・企画

市場・販路開拓

ネットワーク

価格競争⼒

⽴地条件

歴史・認知度

アフターサービス

独自性・独創性

迅速さ

対応の柔軟さ

⾼技術・⾼品質

R1調査 H30調査

４．付加価値の高い商品・サービスづくり 

「日田市中小企業訪問調査」では、「対応の柔軟さ」や「迅速さ」、「独自性・独創性」、「高

技術・高品質」、「アフターサービス」などを強みとしている企業が多いことが分かりまし

た。 

中小企業が発展を遂げていくには、こうした企業の強みを生かした、付加価値の高い商

品・サービスづくりに、意欲を持って創意工夫を重ね取り組んでいくことが求められてい

ます。人口減少に伴う国内市場の収縮や経済のグローバル化が進む中、中小企業の自主的

な努力を尊重した、競争力のある商品・サービスの開発に対する支援が必要となっていま

す。 

市内企業の強み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）日田市中小企業訪問調査（2018 年、2019 年実施）  
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５．創業の促進 

 総務省の「経済センサス基礎調査」及び「経済センサス活動調査」によると、本市の新

設事業所数は、2012～14（平成 24～平成 26）年が 575 事業所、2014～16（平成 26～平成

28）年の 368 事業所と、2006～2012（平成 18～24）年と比較すると高い数値で推移してい

ます。 

 しかしながら、廃業事業所数は依然として新設事業所数を上回っており、地域経済の活

性化のためには、創業の促進と既存企業の存続の両面から経営相談や支援に取り組むこと

が必要です。 

日田市の新設・廃業事業所数 

 

（資料）総務省「平成 21 年経済センサス 基礎調査」、「平成 24 年経済センサス 活動調査」、「平成 

26 年経済センサス 基礎調査」、「平成 28 年経済センサス 活動調査」 

 

６．人材の確保 

 総務省「人口基本台帳人口移動報告」によると、2018（平成 30）年の本市の転入超過数

は、▲534 人と、人口の流出が進んでいます。年齢別では、15～19 歳の▲120 人、20～24

歳の▲162 人と、高校卒業後の進学や就職等による転出が多くみられます。 

 また、日田公共職業安定所（ハローワーク日田）管内の 2019（平成 31）年 3 月高等学校

卒業予定者の就職紹介状況は、管内高校卒業者 966 人の約 28％が就職を希望し、その就職

希望者の約 8％が管内での就職が内定しており、結果的に高等学校卒業者の 78 人しか日田

管内に残っていないのが現状です。 

 こうした若年者が市外で就職する原因の一つとしては、都市圏との賃金格差が考えられ

ます。2018（平成 30）年 3 月卒業予定者を対象として、ハローワークへ提出された学卒求

人票の日田管内の基本給は、高卒が 150,000 円、短大卒が 177,000 円、大学卒が 195,000

円となっています。福岡県や全国と比較すると、管内では、5 千円～1 万円程度初任給が低

326
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いのが現状ですが、大分県と比べると大学卒、短大卒は 5 千円～1 万円程度上回っており、

初任給の改善が見られます。 

 一方、「日田市中小企業訪問調査」によると、経営上の問題点（※２）として人材の育成・

確保を挙げる企業が多く、調査企業の約半数の 54％が人員が不足し、27％が今後の雇用の

見直しを考えています。 

人口減少を抑制し、中小企業が持続的な発展を遂げていくには、若年者が安心して働く

ことのできる雇用の場の確保が不可欠であり、そのためには、地域資源を活用した企業誘

致による新たな雇用の場の創出と、地場の中小企業との取引拡大の推進も重要となってい

ます。 

（※２）12 ページ「経営上の課題・問題点」より 

日田市の人口移動報告 年齢（5 歳階級）、転入超過数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）総務省「人口基本台帳人口移動報告」2018 年 

 

ハローワーク日田管内の高校生の職業紹介状況 

 

（資料）日田公共職業安定所「平成 31 年 3月高等学校卒業予定者の職業紹介状況」 

管内就職内定者

78人, 8%

県内就職内定者

（管内除く）

48人, 5%

県外就職内定者

149人, 15%

進学等

691人

72%

平成 31 年 3 月 

日田・玖珠管内の 

高等学校卒業者 

966 人 

転入超過数▲534 人 

(人） 
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過剰

4%

不足

54%

過不足

なし

42%

市内の市内の市内の市内の雇用人員状況雇用人員状況雇用人員状況雇用人員状況

見直し予定

あり 27%

見直し予定なし

73%

ハローワーク日田管内の新規学卒（平成 30年 3月）初任給情報 

 

 

（資料）日田公共職業安定所調査 

 ※平成 30 年 3月卒業予定者を対象として提出された学卒求人票の基本給（通勤手当などを除く定額的に

支払われるもののみ）の金額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）日田市中小企業訪問調査（2019 年 5 月～8 月実施） 
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第 3 章 基本施策（基本方針の具現化に向けた主要な取組・事業）            

１．計画の基本方針と施策 

 前章までの現状・課題を受けて、本計画では、5 つの基本方針を柱に、24 の施策に取り

組むことで中小企業の振興を促進します。 

 

「基本方針」              「基本的施策」 

 

１ 経営基盤の安定強化      １－１ 経営に関する相談及び指導の充実    

                  １－２ 円滑な資金調達の支援         

                  １－３ 販路開拓の支援及び取引のあっせん   

                  １－４ 情報通信技術の活用支援        

                  １－５ 円滑な事業承継の支援         

                  １－６ 個別企業に対する支援体制の強化    

 

２ 中小企業の活用による    ２－１ 製品、技術、サービスに関する情報提供 

  地域内の経済循環の創出    ２－２ 地域資源活用の促進          

                  ２－３ 地域商店活用の促進          

                  ２－４ 受注機会の拡大            

 

３ 経営の拡大及び新分野への   ３－１ 産業集積の促進            

  進出の促進          ３－２ 新技術・新商品の開発支援       

                  ３－３ 地域資源を活用したツーリズムの振興  

                  ３－４ 農商工連携の促進           

                  ３－５ 海外進出の支援            

                  ３－６ 知的財産の活用促進          

 

４ 創業の促進          ４－１ 情報・機会の提供と相談体制の充実   

                  ４－２ 事業計画策定及び資金調達の支援    

 

５ 人材の育成・確保と      ５－１ 技術・技能の伝承と後継者育成     

  事業環境の整備        ５－２ 中小企業への就労促進         

                  ５－３ キャリア教育の推進          

                  ５－４ 就労しやすい環境の整備        

                  ５－５ ワーク・ライフ・バランスの促進と   

                      勤労者福祉の充実           

                  ５－６ 下請取引の適正化           
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２．基本方針ごとの方向性・取組内容・目標値等 

 中小企業振興の柱となる 5 つの基本方針ごとに、計画期間中に重点的に取り組む施策と

目標値を設定し、庁内関係部局及び関係機関との連携によって、それぞれの施策を実行す

ることで、目標値の達成を目指します。なお、既に「総合戦略」にて設定されている目標

値は、本計画との関連性を保つため、「現状値」「目標値」を同一とします。 

 

基本方針 1 経営基盤の安定強化 

 

【方向性】 

経営相談・指導体制の充実及び円滑な資金調達の支援等により、中小企業の経営基盤の

安定強化を進めます。 

 

【取組内容】 

１－１ 経営に関する相談及び指導の充実 

・商工会議所、商工会の経営指導員等による巡回指導や窓口相談などにより、金融、財

務、労務、社会保険、経営・技術の改善等、中小企業の経営全般にわたる支援を行い

ます。 

・商工会議所、商工会の経営指導員による周辺地域の巡回指導等により、小規模企業の

事業の持続的な発展に向けて、事業計画の重要性について理解促進を図るとともに、

その策定を支援します。 

・小規模企業に対して、きめ細やかな経営相談・指導を行います。 

・中小企業や小規模企業が経営に関する相談を気軽にできる窓口を設置し、中小企業診

断士等の専門相談員が関係機関との連携を図りながら、継続した相談・指導にあたり

ます。 

・中小企業支援団体や金融機関と連携し、専門家の活用を図りながら、経営革新や経営

力向上等のためのセミナーを開催します。 

・中小企業支援団体や金融機関と定期的に協議の場を設けて、情報を共有することによ

り、中小企業の相談支援体制の強化を図ります。 

 

 １－２ 円滑な資金調達の支援 

 ・日田市中小企業振興資金融資制度により、中小企業の事業活動に必要な資金の円滑な

調達を支援します。 

 ・水郷日田の良好な環境を保全するため、公害防止のための施設の設置及び改善等に必

要な資金の調達を低利融資で支援します。 

 ・国や県が行う中小企業向けの低利融資制度の活用を支援します。 
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 ・日本政策金融公庫が取り扱う小規模事業者経営改善資金（マル経融資）の活用により、

小規模企業の金利負担の軽減を図ります。 

 ・新分野への参入や新たな事業展開等、経営基盤の強化に取り組む中小企業に対し、関

係機関の支援制度など必要な情報を提供します。 

 

１－３ 販路開拓の支援及び取引のあっせん   

 ・アンテナショップ等を活用し、地場産品の販路開拓につなげます。 

 ・バイヤーと生産者をマッチングさせる商談会をはじめ、百貨店や量販店等と連携した

「日田フェア」の開催により、新たな販路を創出していきます。 

 ・各業界の取り組む産地ＰＲや展示会、商談会等、販路開拓の活動を支援します。 

 ・各業界を対象とした各種セミナー等の開催により販路開拓を支援します。 

 ・県や関係機関等が開催する物産展や商談会の情報を提供します。 

 

 １－４ 情報通信技術の活用支援        

 ・情報発信、情報セキュリティ対策等の研修機会の提供を通じて、ホームページの開設

やネットビジネスの展開等、中小企業のＩＣＴ（情報通信技術）利活用を促進します。 

 

 １－５ 円滑な事業承継の支援         

 ・円滑な事業承継の促進に向けて、大分県事業引継ぎ支援センターを活用し、事業承継

を希望する中小企業者と経営資源を引き継ぐ意欲のある方とのマッチングを支援する

とともに、中小企業支援団体や金融機関等との連携を図りながら、研修機会の提供を

行います。 

 

１－６ 個別企業に対する支援体制の強化 

・様々な経営課題にワンストップで対応できる相談窓口を設置し、個別の相談・指導を

行うとともに、必要に応じてより専門性の高い支援機関や各種専門家を紹介するなど、

商工会議所・商工会と連携し伴走型支援体制を強化します。 

・金融機関との連携協定の締結等により、金融と経営支援の一体となった取組みを進め

ます。 
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【目標値】 

重要業績評価指標〈ＫＰＩ〉 

現状値 

（Ｈ30実績） 

目標値 

（Ｒ５年度） 

該当基本的施策 

日田市ビジネスサポートセンターの年間相談件

数（回） 

728 回 720 回 

1-1 1-3 1-4 

1-5 1-6 

商工会議所・商工会の年間相談・指導件数（件） 

（うち窓口相談件数） 

4,431 件 

（1,533） 

4,200 件 

（1,800） 

1-1 1-2 1-4 

1-5 1-6 

市の融資制度の年間融資件数（件） 128 件 150 件 1-2 

市外での物産展等への年間出店事業者数（社） 24 社 30 社 1-3 2-1 2-2 

日田市ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ大丸福岡天神店での年間売上額（億円） 1.06 億円 1.08 億円 1-3 2-1 2-2 

 

 

基本方針２ 中小企業の活用による地域内の経済循環の創出 

 

【方向性】 

市内中小企業の製品、技術及びサービスに関する情報を、広く市民や企業に紹介すると

ともに、地域内資源の積極的な活用により、地域内循環の創出を図ります。 

また、市民が自発的に地域商店を利用し、市内産品・製品を活用することで、地域社会

を支える中小企業を応援し、中小企業の活性化を促します。 

【取組内容】 

 ２－１ 製品、技術、サービスに関する情報提供 

 ・市内中小企業の商品、技術、サービス等を紹介する展示会やイベントの開催を支援す

ることで、新たな取引の創出につなげるとともに、市内産品・製品の市民の活用を促

します。 

 ・異業種間の交流や中小企業の事業連携を促進し、取引の拡大を目指します。 

 

 ２－２ 地域資源活用の促進 

 ・専門家のアドバイスや各種助成事業の活用により、農林水産物を活用した新たな商品

づくりや販路開拓に積極的に取り組む中小企業を応援します。 

 ・農林水産物や加工技術等の地域資源を活用した商品開発に対する各種支援を通じて、

高付加価値商品の創出を目指します。 

 ・地域資源を活用した商品やサービスの競争力を高めていくことにより、魅力ある地域

ブランドへと進展させます。 

 

 ２－３ 地域商店活用の促進 

 ・商店主や地域住民のニーズ調査を行い、空き店舗や空き地の家等の遊休不動産（空き
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地含む）の利活用の促進、良好な商業空間の維持、協同催事の開催等の商店街振興に

必要な事業を支援することで、商店街の魅力向上や賑わいづくりにつなげます。 

・大規模店舗との共存による良好な商業空間の形成や、コミュニティ機能の強化に取り

組みます。 

 

 ２－４ 受注機会の拡大 

 ・官公需発注では、透明性の向上と公正な競争を確保し、地元企業に配慮した入札によ

って中小企業の受注機会の拡大に努めます。 

 

 

【目標値】 

重要業績評価指標〈ＫＰＩ〉 

現状値 

（Ｈ30年度） 

目標値 

（Ｒ５年度） 

該当基本的施策 

日田市工業連合会の会員企業数（社） 226 社 235 社 

2-1 3-2 3-5 

3-6 

【再掲】 

日田市ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ大丸福岡天神店での年間売上額（億円） 

1.06 億円 1.08 億円 1-3 2-1 2-2 

【再掲】 

市外での物産展等への年間出店事業者数(社) 

24 社 30 社 1-3 2-1 2-2 

家具・装備品製造業の年間製造品出荷額等（百万円） 5,104 百万円 5,200百万円 2-1 2-2 

小売業年間商品販売額（百万円） 66,429 百万円 66,674 百万円 2-3 

市内商店街での購買シェア（％） 

15.5％ 

（Ｈ29 年） 

16.9％ 2-3 

日田市商店街連合会の会員店舗数 191 店舗 195 店舗 2-3 

商店街区域内の遊休不動産の利活用数 3 件 5 件 2-3 

木材・木製品製造業（家具を除く）年間出荷額（百万円） 16,387 百万円 16,537 百万円 2-1 2-2 

市の建設工事の市内業者発注件数割合（％） 97.3％ 96.5％ 2-4 

市の物品の市内業者発注件数割合（％） 68.8％ 79.0％ 2-4 

 

 

 

基本方針３ 経営の拡大及び新分野への進出の促進 
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【方向性】 

産学官や農商工連携により新たな技術、商品、サービスの開発を進めるとともに、海外

や新たな市場・業界への進出を支援することによって、中小企業の経営拡大につなげます。 

 

【取組内容】 

 ３－１ 産業集積の促進 

・気候風土に根差した木材関連産業や豊富な地下水源を生かした水関連産業、さらには

交通の利便性を生かした高性能部品の生産拠点として、国際競争力の高い企業の集積

を進めます。 

 ・国や県の関係機関と連携し、情報通信技術を活用した新たなビジネス等、今後、成長

が見込まれる新産業分野に関連した事業創出を支援します。 

・本市における企業立地を促進するため、日田市企業立地促進条例に基づく必要な奨励

措置を講ずることにより、新たな雇用機会の創出を図り、地域経済の浮揚及び市民生

活の向上につなげます。 

 ・大分県中小企業団体中央会を通じて、経営資源を相互に補完するための中小企業の連

携・組織化を支援します。 

 

 ３－２ 新技術・新商品の開発支援 

 ・中小企業同士や誘致企業とのマッチングを行う異業種間交流の開催や産学官連携の支

援によって、新たな事業連携や新商品開発の機会などを提供することで、中小企業の

販売力の向上や新たな分野への進出につなげます。 

 ・大分県産業科学技術センターにおける技術相談、受託研究、設備機器利用等を通じて

中小企業の技術の高度化を支援します。 

・公益財団法人大分県産業創造機構による個別指導やアドバイス等を活用し、中小企業

の技術力の向上や新たな商品開発による取引拡大につなげます。 

 

 ３－３ 地域資源を活用したツーリズムの振興 

 ・美しい自然景観や環境、歴史に培われた文化など、本市の魅力的な観光資源の活用と

発掘を図り、福岡都市圏に近いという交通の利便性を生かし、日田市観光振興基本計

画に基づき、これらの地域特性を生かしたツーリズムの振興に取り組みます。 

 

 ３－４ 農商工連携の促進 

 ・中小企業と農林漁業者との連携を図り、日田市農業振興ビジョン及び新しい日田の森

林・林業・木材産業振興ビジョンに基づき、基幹産業の一つである農林漁業から生ま

れる一次産品に付加価値を付け、新たな商品開発を行うための支援を行います。 
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 ・県や関係機関と連携し、商品開発の支援や、農林漁業者と商工業者とのマッチング等

により農商工連携や６次産業化の取組を推進します。 

 

 ３－５ 海外進出の支援 

 ・国内市場が縮小傾向にある中、新たな需要を求め海外市場への進出を検討する中小企

業に対して、進出先の現地情報の提供や進出にあたっての基本的な知識の習得、進出

戦略の作成等、一般社団法人大分県貿易協会や日本貿易振興機構（ジェトロ）等の関

係機関との連携によって、海外進出に必要な支援を行います。 

 ・一般社団法人大分県貿易協会や関係機関によるセミナー等を通じて、海外展開への理

解促進を図ります。 

 

 ３－６ 知的財産の活用促進 

 ・中小企業等の知的財産支援拠点である一般社団法人大分県発明協会と連携し、先進的

な事例や知的財産に携わる様々な専門家や支援機関を紹介するなど、アイデア段階か

ら事業展開まで、知的財産を積極的に活用する中小企業を支援します。 

 

【目標値】 

重要業績評価指標〈ＫＰＩ〉 

現状値 

（Ｈ30年度） 

目標値 

（Ｒ５年度） 

該当基本的施策 

【再掲】 

日田市工業連合会の会員企業数（社） 

226 社 235 社 

2-1 3-2 3-5 

3-6 

既存誘致企業の増設及び新規立地件数（件） 3 件 4 年間で 8件 3-1 

企業誘致等による新規雇用者数（人） 27 人 4 年間で 61 人 3-1 

年間観光入込客数（千人） 3,681 千人 5,000 千人 3-3 

農産加工の新商品年間開発数（個） 3 年間で 11 個 4 年間で 8個 3-4 

商工会議所が発行する貿易関係証明発行件数（件） 29 件 20 件 3-5 

 

 

基本方針４ 創業の促進 

 

【方向性】 

新たなビジネスモデルを持って市場に参入する創業者が増加していくことは、関連産業

の活性化につながり、既存事業者の経営革新を促すうえでも大きな期待ができることから、

新たな事業に果敢に挑戦できる環境づくりを進めます。 
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【取組内容】 

 ４－１ 情報・機会の提供と相談体制の充実 

 ・商工会議所や商工会による窓口相談や創業セミナー等により、創業希望者が創業に向

けて具体的な検討ができるように支援します。 

・日田市創業支援等事業計画に基づき、商工会議所や商工会、金融機関等の創業支援事

業者と行政機関が連携を密にし、創業希望者や創業後間もない方へ、段階に応じた情

報提供や指導等、きめ細かなサポートを強化していくことで、創業の実現と安定した

経営を目指します。 

・創業後の経営の安定化を図るため、創業支援機関と連携し、継続的な相談・指導に応

じるなど、企業の成長段階に応じた支援を行います。 

 ・創業支援窓口を開設し、創業に関する相談・指導に応じます。 

 ・創業支援事業者や、おおいたスタートアップセンター等の行う各種セミナーやワーク

ショップを通じて、起業家とのネットワークづくりを支援することで、創業希望者の

意欲を高めるとともに、高い成長意欲と新規性、成長性に優れた技術を有する企業の

創出、成長を支援します。 

 

 ４－２ 事業計画策定及び資金調達の支援 

 ・創業意欲を持つ人が、確実な経営ができるよう、中小企業支援団体や専門の相談員が

創業時の事業計画策定を支援するとともに、創業後も事業が軌道に乗るように、継続

的なフォローアップを行います。 

・開業資金や女性若者・シニア起業支援資金等、既存の資金調達支援制度の利用を促進

するなど金融機関との連携を図りながら、創業時に必要となる資金の円滑な調達を支

援します。 

 

【目標値】 

重要業績評価指標〈ＫＰＩ〉 

現状値 

（Ｈ30年度） 

目標値 

（Ｒ５年度） 

該当基本的施策 

日田市創業支援等事業計画に基づく年間創業者数

（件） 

19 件 14 件 4-1 4-2 

【↑上記創業者数の内数】 

日田市ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの支援による創業者数（件） 

18 件 10 件 4-1 4-2 

開業資金の新規融資件数（件） 2 件 2 件 4-2 

女性若者・シニア起業支援資金の新規融資件数

（件） 

4 件 10 件 4-2 
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基本方針５ 人材の育成・確保と事業環境の整備  

 

【方向性】 

人口減少時代を迎え、労働力人口の減少が進む中、本市経済の持続的発展のためには、

優秀な人材の確保・育成を図り、市内で活躍してもらうことが重要です。このため、若年

者（※３）の成長の段階に応じた施策を展開していきます。また、若年者や女性、高年齢

者（※４）、障がい者等、誰もが安心して働ける労働環境の整備を進めます。 

（※３）本計画において、「若年者」とは、概ね４０歳未満の者とします。 

（※４）本計画において、「高年齢者」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により定義される 

55 歳以上の者とします。 

 

【取組内容】 

５－１ 技術・技能の伝承と後継者育成 

 ・中小企業の従業員の技術・技能習得のための支援や、関係機関によるセミナー等によ

り、キャリアアップ・スキルアップにつながる機会を提供します。 

 ・経営者が早期に後継者の育成に着手できるよう、学習や相談の場を提供するなど、関

係機関と連携して円滑な事業承継を支援します。 

 ・認定職業訓練校等の活動を支援し、中小企業が積極的に人材育成に取り組める環境を

整備します。 

 ・伝統的な技術、技能の継承と後継者の育成を図るため、中小企業が行う技術、技能の

継承に関する活動を支援します。 

・中小企業支援団体と連携しながら、経営者及び従業員の知識、管理能力等の向上を図

る研修を推進します。 

・国や県、関係機関と連携し、技術・技能の習得やキャリアアップのための情報提供を

行います。 

 

５－２ 中小企業への就労促進 

 ・若年者やフリーター、ニート等の就職促進を図るため、若年者の就職支援窓口「ジョ

ブカフェおおいた日田サテライト」を設置するなど、ハローワークと連携しながら総

合的な就職支援サービスを提供します。 

 ・関係機関と連携し、高校生と市内企業との合同説明会を開催することにより、高校生

が職業選択しやすい環境を整備し、就職のミスマッチ等の解消に努めるとともに、市

内企業への就職を促します。 

 ・求職者の技術・技能習得活動を支援し、資格習得による就職機会の創出を図ります。 

 ・ＵＩターンによる市内企業への就職を促進するため、市内求人企業等の情報の提供を

行うとともに、求職者と市内企業とのマッチングの機会を提供します。 
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５－３ キャリア教育の推進 

 ・若年者の職業観・勤労観を醸成し、地元企業への就職意欲を高めるため、中小企業や

関係機関、小中学校や高等学校、大学等の教育機関との連携のもと、社会見学や職場

体験、インターン・シップ等を通じた教育活動全体を通じて発達段階に応じ、系統

的・体系的にキャリア教育を推進します。 

 ・市内中小企業と学校関係者との就職に関する幅広い情報交換の場を設け、教職員に市

内企業の魅力を紹介します。 

 

５－４ 就労しやすい環境の整備 

 ・事業規模の小さな事業所への就業規則の作成を支援し、働きやすい環境整備を進めま

す。 

 ・中小企業支援団体や国、県と連携し、女性の人材育成や登用に向けた企業等の取組

を促進します。 

・高年齢者の希望に応じた臨時的、短期的な就業あるいは、その他の軽易な業務に係

る就業の機会を確保、援助し、高年齢者の生きがいの充実、社会参加の推進を図り

ます。 

・障がい者が地域で自立した生活を営むため、一般就労に向けて必要な訓練を提供す

るなど、障がい者の雇用を促進します。関係機関と協働で、企業開拓や相談支援体

制の強化を行い、障がい者雇用の促進を図ります。また、障がい者雇用率について

は、大分県中小企業活性化条例で定める成果目標を踏まえ、法定雇用率以上の雇用

を目指し関係団体に働きかけを行います。 

・障がい者の社会参加や働く場の確保のための一つの方法として、農林業と福祉の連

携（農福連携）による就労の支援を行います。 

・外国人材の受入れ・共生については、県や関係機関等と連携した取組を推進します。 

・国や中小企業支援団体と連携し、中小企業の勤労者のための福利厚生制度の導入を促

進します。 

 

５－５ ワーク・ライフ・バランスの促進と勤労者福祉の充実 

 ・中小企業の経営者や管理職等の意識改革を促すためのセミナーの開催や啓発のための

広報活動を展開するなど、ワーク・ライフ・バランスを推進する企業への支援に取り

組みます。 

 ・労使間トラブルの未然防止や労働者の処遇改善のため、関係機関と連携し、労働法制

の普及・啓発に努めます。 

・勤労者の余暇の充実や健康及び体力の維持・増進を図るため、活動の場を提供しま

す。 
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５－６ 下請取引の適正化 

 ・原材料価格等の高騰が立場の弱い下請事業者にしわ寄せされることの無いよう、建設

業法等の関係法令の遵守徹底に取り組むとともに、必要に応じて元請け業者に対し指

導を行います。 

 

 

【目標値】 

重要業績評価指標〈ＫＰＩ〉 

現状値 

（Ｈ30年度） 

目標値 

（Ｒ５年度） 

該当基本的施策 

ジョブカフェおおいた日田サテライト登録者の

市内企業への就職者数（人） 

60 人 70 人 5-2 5-3 

ハローワーク日田管内の高等学校卒業者で就職

希望者の管内就職率（％） 

28.36％ 40％ 5-2 

求職者資格取得支援事業利用者の市内就職者数（人） 

【削除】 

4年間で32人 事業終了 5-2 

技能検定の年間合格者数（人） 148 人 160 人 5-1 

日田共同高等職業訓練校の年間入学者数（人） 11 人 5 人 5-1 

ハローワーク日田管内の育児休業年間取得者数（人） 193 人 200 人 5-4 5-5 

ＵＩターンによる年間就職者数（人） 1 人 20 人 5-2 5-3 

日田市シルバー人材センターの就業率（％） 91.10％ 70.0％ 5-4 

若い世代の結婚・子育ての希望が実現した場合

の合計特殊出生率（人） 

1.8 

2.1 

（H42 年度） 

5-5 
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第 4 章 計画の推進について                            

１．計画の推進体制 

 市は、本計画に基づく施策等を推進するため、中小企業の自主的な努力及び創意工夫を

尊重し、中小企業支援団体、金融機関などの関係機関と中小企業が相互に連携した取組を

進めます。 

 

２．関係団体の役割 

①日田市の責務 

 市は、本計画に位置付けられた施策を着実に実施するため、必要な予算措置に努め、中

小企業支援団体のほか、金融機関、大企業、大規模小売店舗、学校、大学、市民、他の行

政機関等と連携・協力し、中小企業の振興を総合的かつ計画的に推進します。 

 また、施策の推進にあたっては、必要な情報の収集と提供を行います。 

②中小企業の努力 

 中小企業振興の着実な推進には、中小企業の自主的な努力と積極的な取組が必要です。

自ら意欲を持って創意工夫を重ね、その活動の維持改善及び人材育成、雇用の促進、福利

厚生の向上に努めていくとともに、事業協同組合等を組織化し、相互の連携及び協力を図

ることが求められています。 

 また、まちづくりの担い手として、中小企業が地域のイベントや防災活動などに積極的

に参加し、地域社会や市民生活の向上への貢献を果たさなければなりません。 

③中小企業支援団体の責務 

 商工会議所や商工会をはじめとした中小企業支援団体は、事業者の実態を的確に把握し、

事業活動に必要な情報を提供するとともに、経営改善や創業支援などを行う役割を担いま

す。中小企業振興のための支援策の立案・実施や、事業活動を通じて、地域社会への貢献

を行います。 

④金融機関の役割 

 金融機関は、円滑な資金供給や、経営革新・改善へ協力するとともに、積極的な創業支

援に努めます。 

⑤大企業の役割 

 大企業は、自社企業の発展によって地域雇用の維持・拡大を図るとともに、投資の継続

等により市内経済への発展に貢献します。 

また、中小企業振興に関する施策に協力し、中小企業との連携及び協力に努めます。 

⑥大規模小売店舗の役割 

 大規模小売店舗は、中小企業の事業共同化のための組織や中小企業支援団体へ加入する

よう努めるとともに、地域社会を構成する一員として、まちづくり活動に参加・協力する

ことで、地域の発展と市民生活の向上に寄与します。 
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⑦学校及び大学の役割 

 地域の小・中学校、高等学校等は、社会見学や職場体験等の実践により、キャリア教育

を推進し、次世代を担う人材育成に努めます。 

 大学等は、専門的な技術や能力を備えた人材育成を行うとともに、中小企業との連携に

より産業技術の開発と技術力の向上に努めます。 

⑧市民の理解と協力 

 市民は、本市の経済の発展や生活の向上に中小企業が果たしている役割を理解し、地域

商店の利用や市内産品・製品の活用を通じて、中小企業振興への協力に努めます。 

 

関係者の責務と役割 
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３．ＰＤＣＡサイクルによる計画の進捗管理と効果検証  

 条例に位置付けられた「意見の聴取」として、実態把握のための訪問調査を行うととも

に、中小企業や中小企業支援団体等で組織する意見広聴機関である「中小企業振興推進会

議」を設け、毎年、計画の進捗状況を報告し、客観的な検証を行い、必要な見直しを図り

ます。 

 

【ＰＤＣＡサイクルによる計画の進捗管理と効果検証】 

 

Ｐｌａｎ（計画）Ｐｌａｎ（計画）Ｐｌａｎ（計画）Ｐｌａｎ（計画）    

「事業の企画立案」「事業の企画立案」「事業の企画立案」「事業の企画立案」    

 

 

 

Ｄｏ（実行）Ｄｏ（実行）Ｄｏ（実行）Ｄｏ（実行）    

「計画に基づく事業の実施」「計画に基づく事業の実施」「計画に基づく事業の実施」「計画に基づく事業の実施」    

・改善点を踏まえた施策の立案 

・事業実施のための予算編成  

・関係団体の連携による事業の実施 

・庁内関係部局及び他の行政機関と 

の連携 

 

 

 

 

 

Ａｃｔ（改善）Ａｃｔ（改善）Ａｃｔ（改善）Ａｃｔ（改善）    

「評価に基づく事業の改善」「評価に基づく事業の改善」「評価に基づく事業の改善」「評価に基づく事業の改善」    

 

Ｃｈｅｃｋ（評価）Ｃｈｅｃｋ（評価）Ｃｈｅｃｋ（評価）Ｃｈｅｃｋ（評価）    

「事業成果の評価」「事業成果の評価」「事業成果の評価」「事業成果の評価」    

・事業の改善点の抽出 

・事業の改善策の検討 

・事業の進捗状況の報告 

・成果指標の達成状況の評価 
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参考資料                                      

 

日田市中小企業振興基本条例 

平成 28 年 3 月 25 日 

日田市条例第 6 号 

 

（前文） 

本市は、古くから交通の要衝として栄え、江戸期には幕府直轄地である天領となり、九

州の政治、経済の中心地でした。山々に囲まれた自然環境の中で、幕府の奨励により杉の

造林が進み、戦後の復興需要に伴い製材工場が増加し、多様な木材関連産業が集積するま

ちとして発展してきました。また、豊かな水資源に恵まれ、福岡都市圏に近いという地の

利を生かし、近年では、飲料、機械産業等の大型企業が進出し、地場の中小企業が活躍で

きる場の更なる拡大が期待されています。 

本市の事業所のほとんどを占める中小企業は、こうした産業の発展過程において、様々

な団体と連携しながら、地域経済と雇用の基盤を支えるのみならず、地域防災力の強化や、

優れた技術や技能、祭りや文化の継承にも重要な機能を果たすなど、地域社会を支える大

きな役割を担ってきました。 

しかしながら、産業構造の変化やグローバル化による競争激化、少子高齢化による内需

の減退、ICT 化の更なる発展など、時代の潮流が急速に変化しており、中小企業を取り巻

く環境は厳しさを増しております。本市においても、大型店や郊外型店の出店や高速交通

ネットワークの整備などにより消費行動が変化し、商店街の空洞化が進むとともに、都市

との経済格差の拡大により産業が収縮し、若者の流出が止まらず、大きな課題となってい

ます。 

こうした状況の中、地域経済が成長発展していくためには、中小企業者自らが地域の魅

力ある資源や技術を見直し活用していくなど、創意工夫し経営の革新を図ることが重要で

す。 

私たち市民は、中小企業が経済や雇用面で人口減少に歯止めをかける役割を担うだけで

なく、その活力が、まちづくりの原動力となっており、市民生活や地域社会にとっても不

可欠な存在であることを改めて理解し、市、中小企業及びその他中小企業の関係者と一体

となって、中小企業の発展に協力していく必要があります。若者が日田にとどまる、日田

に戻れる、事業の承継ができ、夢を描くことのできる環境づくりを進めていかなければな

りません。 

このような認識に立ち、市民が自らの地域の未来に希望を持ち、快適で潤いのある生活

を送ることができるよう、中小企業の発展を目指し、ここに条例を制定します。 
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【第 1 章 総則】 

(目的) 

第 1 条 この条例は、中小企業の振興に関し、基本理念、市の責務等及び施策の基本とな

る方針を定め、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、

中小企業の活性化を図り、もって本市経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与する

ことを目的とする。 

 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 中小企業 市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものであって、

次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号。以下「基本法」という。)第 2 条第 1 項各号

に規定する中小企業者 

イ アに掲げる中小企業者の事業の共同化のための組織 

(2) 小規模企業 基本法第 2 条第 5 項に規定する小規模企業者で、市内に事務所等を有す

るものをいう。 

(3) 中小企業支援団体 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会その他市内において中

小企業の支援を行う団体をいう。 

(4) 金融機関等 銀行、信用金庫、信用協同組合その他金融の業務を行う事業者で、市内

に本店又は支店を有するもの及び信用保証協会をいう。 

(5) 大企業 基本法第 2条第 1項各号に規定する中小企業者以外の事業者(会社及び個人に

限る。)で、市内に事務所等を有するものをいう。 

(6) 大規模小売店舗 大規模小売店舗立地法(平成 10 年法律第 91 号)第 2 条第 2 項に規定

する大規模小売店舗の設置者及び管理者で、市内に事務所等を有するものをいう。 

(7) 学校 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号。以下「教育法」という。)第 1 条に規定す

る学校及び同法第 124 条に規定する専修学校で、市内に存するものをいう。 

(8) 大学等 教育法第 1 条に規定する大学及び高等専門学校並びに研究機関で、県内に存

するものをいう。 

(9) 市民 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 市内に住所を有する者 

イ 市内に通勤し、又は通学する者 

ウ 市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体 

 

(基本理念) 

第 3 条 中小企業の振興は、中小企業の自主的な努力及び創意工夫を尊重して推進されな
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ければならない。 

2 中小企業の振興は、自然、人材、技術その他の本市が有する資源を総合的に活用して推

進されなければならない。 

3 中小企業の振興は、市、中小企業支援団体、金融機関等、大企業、大規模小売店舗、学

校及び大学等が中小企業とともに相互に連携して推進されなければならない。 

4 中小企業の振興は、特に小規模企業の経営面及び資金面に配慮するほか、中小企業の経

営規模を勘案して推進されなければならない。 

 

(中小企業の自助努力) 

第 4 条 中小企業は、事業活動を計画的に行うとともに、自ら意欲を持って創意工夫を重

ね、その活動の維持改善、人材育成、雇用の促進及び福利厚生の向上に努めるものとする。 

2 中小企業(第 2 条第 1 号アに掲げる中小企業者に限る。)は、それぞれの地域及び業種等

を中心に組合等を組織化し、その加入を促進するとともに共同事業の実施や中小企業支援

団体の加入等、相互の連携及び協力を図るよう努めるものとする。 

3 中小企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識するとともに、地域社

会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。 

4 中小企業は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

 

(市の責務) 

第 5 条 市は、第 3 条に定める基本理念にのっとり、中小企業支援団体その他の関係者と

連携し、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、その施策

の推進に当たり、必要な情報の収集及び提供を行うものとする。 

 

(中小企業支援団体の責務) 

第 6 条 中小企業支援団体は、中小企業に対し、その事業活動に必要な情報を提供すると

ともに、経営改善及び創業の支援を行うものとする。 

2 中小企業支援団体は、中小企業の振興が地域経済の活性化に重要な役割を果たすことを

理解し、市が実施する中小企業の振興に関する施策への協力及び事業活動を通じた地域社

会への貢献を行うよう努めるものとする。 

 

(金融機関等の役割) 

第 7 条 金融機関等は、中小企業の円滑な資金調達及び経営改善に協力するよう努めるも

のとする。 

2 金融機関等は、市内における起業・創業に対し、積極的な支援に努めるものとする。 
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(大企業の役割) 

第 8 条 大企業は、自らの事業活動において中小企業の重要性を認識し、中小企業との連

携及び協力に努めるものとする。 

2 大企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識するとともに、市が実施

する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

(大規模小売店舗の役割) 

第 9 条 大規模小売店舗は、周辺地域との融和を図るため、中小企業(第 2 条第 1 号イに掲

げる組織に限る。)及び中小企業支援団体へ加入するよう努めるものとする。 

2 大規模小売店舗は、地域社会を構成する一員として、まちづくりに参加し協力するなど、

地域の発展と活性化に努めるものとする。 

 

(学校及び大学等の役割) 

第 10 条 学校は、中小企業の事業活動が市の発展に貢献していることへの理解を深めるよ

う促すとともに、社会見学、職場体験活動等の実践により、望ましい勤労観・職業観など

のキャリア教育を推進し、地域の次世代を担う人材の育成に協力するよう努めるものとす

る。 

2 大学等は、中小企業が行う研究及び人材育成のための協力その他必要な協力を行うよう

努めるものとする。 

 

(市民の理解と協力) 

第 11 条 市民は、中小企業の振興が、本市経済の発展、雇用の創出及び市民生活の向上に

つながることを理解し、地域商店の利用、市内産品・製品の活用その他の活動を通じて中

小企業の振興に協力するよう努めるものとする。 

 

【第 2 章 中小企業の振興に関する基本的施策】 

第 1 節 中小企業の振興に関する基本方針 

第 12 条 市は、次に掲げる中小企業の振興に関する基本的な方針に基づき、必要な施策を

講ずるものとする。 

(1) 経営基盤の安定強化を図ること。 

(2) 中小企業の活用により地域内の経済循環を創出すること。 

(3) 経営の拡大及び新分野への進出を促進すること。 

(4) 創業を促進すること。 

(5) 人材の確保及び育成並びに事業環境の整備を図ること。 
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第 2 節 中小企業の振興に関する施策 

(経営基盤の安定強化) 

第 13 条 市は、中小企業の経営基盤の強化を図るため、次に掲げる施策その他必要な施策

を講ずるものとする。 

(1) 経営に関する相談及び指導の充実 

(2) 円滑な資金調達の支援 

(3) 販路開拓の支援及び取引のあっせん 

(4) 情報通信技術の活用支援 

(5) 円滑な事業承継の支援 

(6) 個別企業に対する支援体制の強化 

 

(中小企業の活用による地域内の経済循環の創出) 

第 14 条 市は、中小企業の活用により地域内の経済循環を創出するため、次に掲げる施策

その他必要な施策を講ずるものとする。 

(1) 中小企業の製品、技術及びサービスに関する情報の提供 

(2) 市内の農林水産物、鉱工業品その他地域資源の活用の促進 

(3) 地域商店活用の促進 

(4) 柔軟な発注方式による受注機会の拡大 

 

(経営の拡大及び新分野への進出の促進) 

第 15 条 市は、中小企業の経営の拡大及び新分野への進出を促進するため、次に掲げる施

策その他必要な施策を講ずるものとする。 

(1) 産業集積の促進 

(2) 産学官の連携等による新技術及び新商品の開発の支援 

(3) 地域資源を活用したツーリズムの振興 

(4) 農商工連携の促進 

(5) 海外における事業展開の支援及び情報提供 

(6) 知的財産の適切な活用の促進 

 

(創業の促進) 

第 16 条 市は、創業を促進するため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとす

る。 

(1) 創業に関する情報及び機会の提供並びに相談体制の充実 

(2) 創業のための事業計画策定及び資金調達の支援 
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(人材の確保及び育成並びに事業環境の整備) 

第 17 条 市は、中小企業の人材の確保及び育成並びに事業環境の整備を図るため、次に掲

げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。 

(1) 従業員の職業能力開発並びに技術及び技能継承の促進並びに後継者育成の支援 

(2) 中小企業への就労促進 

(3) キャリア教育の推進 

(4) 女性、高齢者及び障がい者が就労しやすい環境の整備 

(5) ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和をいう。)の促進及び勤労者福祉の充実の

支援 

(6) 下請取引の適正化 

 

【第 3 章 施策を推進するための措置】 

(意見の聴取) 

第 18 条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するに当たっては、中小企業の実態を

把握するため、中小企業をはじめとする関係者の意見を広く聴く機会を設けるものとする。 

 

(計画の策定) 

第 19 条 市は、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以

下「計画」という。)を策定するものとする。 

2 市は、計画を策定したときは、その内容を公表するものとする。 

3 前 2 項の規定は、計画の変更について準用する。 

 

(財政上の措置) 

第 20 条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ず

るよう努めるものとする。 

 

【第 4 章 雑則】 

(委任) 

第 21 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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日田市中小企業振興推進会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 日田市（以下「市」という。）における中小企業振興に関する施策に係る事項及び

日田市中小企業振興計画（以下「計画」という。）に関する必要な事項等について検討を行

うため、日田市中小企業振興推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 

 

(所掌事務) 

第 2 条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する。 

(1) 市における中小企業振興に関する施策に係る事項 

(2) 計画の策定に関する必要な事項 

(3) 計画の進捗管理及び効果の検証に関する必要な事項 

(4) その他市長が必要と認める事項 

 

(構成) 

第 3 条 推進会議は、20名以内の委員をもって組織する。 

2 委員は、学識経験者、中小企業者等により選出する市民、その他市長が適当と認める者

のうちから市長が委嘱する。 

 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は再任することができる。 

 

(委員長) 

第 5 条 推進会議に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

2 委員長は、会務を総括し、推進会議を代表する。 

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員

がその職務を代理する。 

 

(推進会議) 

第 6 条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聞くこ

とができる。 

4 委員長は、専門的な事項を調査するため、必要に応じて、推進会議に委員及び部会員で

組織する専門部会を置くことができる。 

5 部会員は、推進会議において選任し、委員長が依頼する。 

6 部会員は、専門的な事項の調査を終えたときをもって、その任を終えるものとする。 
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(庶務) 

第 7 条 推進会議の庶務は、日田市商工観光部商工労政課において行う。 

 

(雑則) 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 

 

附 則  

この要綱は、平成 28 年 8月 31 日から施行する。 

 

日田市中小企業振興推進会議 委員名簿 

 

氏名 役職 種別 団体・組織名 

関 谷  忠 委員長 学識経験者 別府大学名誉教授・大分県よろず支援拠点ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

小野 栄司  学識経験者 日田公共職業安定所 統括職業指導官 

野依 義明  中小企業支援団体 日田中小企業相談所 所長 

岸本 良之  中小企業支援団体 日田地区商工会 広域指導課長 

加藤 広嗣  金融機関 日田信用金庫 常勤理事 

谷口 知幸 部会長 中小企業関係 大分県中小企業家同友会日田支部 支部長 

佐々木 美徳  中小企業関係 日田市商店街連合会 

神川 聖也  中小企業関係 一般社団法人 日田青年会議所 

中村 広樹  中小企業関係 日田家具工業会 

園 田  匠  中小企業関係 日田市管工事協同組合 

宮野 大樹  創業者関係 （株）Daiju.tech 代表取締役 

今村 真奈美  市民団体 日田市消費者団体連絡協議会 副会長 

小野 高寛  オブザーバー 大分県西部振興局地域振興部 部長 

 


